
現 場 説 明 書

１．業務の名称 平成２２年度 名古屋国道事業計画業務

２．現場説明会 本業務内容は、入札説明書、契約書案、中部地方整備局競争
契約入札心得、図面、仕様書及び現場説明書（以下「設計図書等」
という。）によるものとし、現場説明会は実施しない。

３．仕様書等に対する質問及び回答について

（１）質問書提出期間
平成２２年１月２１日から平成２２年２月２２日まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時１
５分から１８時００分まで

（２）質問書提出方法
質問は、文書（書式自由、ただし規格はＡ４判）により行うものとし、

持参、郵送、電送又は電子メール（着信を確認すること。）のいずれの方法
でも可能とする。なお、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電
話及びＦＡＸ番号、電子メールアドレスを併記するものとする。

（３）質問書提出先
〒４６７－０８３３ 名古屋市瑞穂区鍵田町２－３０
国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 経理課
電 話 ０５２－８５３－７３２１
ＦＡＸ ０５２－８５３－７３３５
メールアドレス：keimeiko@cbr.mlit.go.jp

（４）回答書閲覧期間
回答の翌日から平成２２年３月９日までの土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日、９時１５分から１８時００分まで

（５）回答書閲覧場所
中部地方整備局名古屋国道事務所経理課



別添

説 明 事 項

１ 入札（又は見積書の提出）について

（１） この業務の入札（又は見積書の提出）に当たっては、指名通知書（又は見積依頼書）、

図面、仕様書、中部地方整備局競争契約入札心得（又は中部地方整備局随意契約見積心

得）、中部地方整備局電子入札運用基準（建設工事及び建設コンサルタント業務等）、契

約書（案）及びこの現場説明書をよく確認の上、入札書（又は見積書）を提出するもの

とする。

（２） この業務の入札（又は見積書の提出）に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。

２ 落札者（又は契約の相手方）の決定について

（１）指名競争契約の場合において、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも

って入札した者（会計法第29条の６第２項に規定する契約にあっては、価格及びその他の

条件が国にとって最も有利なものをもって申込みを行った者）に対し、配置予定業務管理

者に関する経歴書（別紙様式１）の提出を求める連絡を行うので、連絡を受けた者は、指

定された期限までに速やかに別紙様式１が提出できるよう、開札日までに準備しておくこ

と。

なお、次のイ）からハ）に該当する入札は、無効とする。

イ）期限内に別紙様式 1が提出されなかった場合
ロ）別紙様式１により提出された配置予定業務管理者が、特記仕様書中「配置業務管理

者の手持ち業務量の制限」の要件を満たさない場合

ハ）「８ 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務について」（１）①に示す担当

技術者を配置できない場合

（２）落札者（又は契約の相手方）の決定については、一般競争契約及び指名競争契約の場合は、

入札を行った者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって

入札した者（会計法第29条の６第２項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件

が国にとって最も有利なものをもって申込みを行った者）を落札者とする。随意契約によ

る場合は、予定価格の範囲内であって、見積書を提出した者のうちから、経済的、技術的

に有利と認められる者を契約の相手方に決定する。

なお、一般競争契約及び指名競争契約の場合は、

① 予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号）第 85号（同令第 98条において準用
する場合を含む。）の基準を設定する場合がある。

② 基準価格(①の基準が設定されている場合に限る。以下同じ）を下回った入札が行わ

れた場合には、入札を「保留」として終了し、調査の上、その結果を後日通知する。

③ 基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とな

らない場合がある。

④ 基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力するものとする。



⑤ 調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。

３ 契約書頭書の「調停人」について

発注者と受注者との協議により、調停人をあらかじめ選任することとなった場合は、この

欄にその氏名を記入するものとする。

４ 不可抗力による損害について

土木設計業務等委託契約書第２９条又は測量調査等請負契約書第２８条を適用する場合の

取扱いは、次のとおりとする。

（１） 第４項の「業務委託料」又は「請負代金額」とは、損害を負担する時点における業務委

託料等とする。

（２） １回の損害額が当初の業務委託料等の５／１０００の額（この額が２０万円を超えると

きは、２０万円）に満たない場合は、損害額に含めない。

５ 前払金等の請求について

（１） 前払金を請求できる業務については、契約締結後、保証事業会社の保証を得たときは、

業務委託料等の３０／１００以内の金額を前払金として請求することができる。

（２） 部分払は、３回以内とする。

６ 履行期間変更の場合の保証事業会社に対する通知について

前払金を支払った場合における土木設計業務等委託契約書第３５条第３項、測量調査等請負

契約書第３４条第３項又は建築設計業務委託契約書第３５条第３項の規定による通知は、電

話により、又は変更契約書の写しをファクシミリ等により送付することにより行うものとす

る。



①

②

１）

２）

３）

４）

　本業務の配置予定管理技術者としての要件を満足し、過去５年間の同種業務におけ
る業務成績が７５点以上の業務における管理技術者の経験を有する技術者を、配置予
定管理技術者とは別に担当技術者（以下「増員担当技術者」という）として配置し、
業務実施上必要となる全ての打合せに配置管理技術者と同席出席するものとする。ま
た、増員担当技術者の手持ち業務量は、配置予定業務管理者の手持ち業務量の制限を
超えないものとする。

　本業務の履行期間中は配置管理技術者の手持ち業務量が契約金額で２億円、件数で
５件を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならな
い。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合には、当
該配置管理技術者を、以下の１）から４）までのすべての要件を満たす技術者に交替
させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、
本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置

予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者

当該配置管理技術者と同等の技術者資格を有する者

当該配置管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者又は過去５年間の同

主業務における業務成績が７５点以上である者

  業務実施上必要となる全ての打合せに管理技術者と（１）①の担当技術者が出席する

ものとする。また、業務計画書に基づく業務の主要な区切り毎に主任調査（監督）員に

よる履行確認を行うものとする。

（４）打合せ

当該配置管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者

（２）品質証明等

　当該業務の不備により、国土交通省に損害を与えた場合、受注者の責任において損害

補填する旨を明記した「代表者の直筆署名による品質証明書」を提出する。

　なお、代表者とは本業務の契約書に記載される受注者の代表者とする。

　また、損害補填の期間は、本業務に係る工事が完成するまでとする。

（３）再委託

　特記仕様書で示す軽微な部分の再委託を除いた再委託額が業務委託料の３分の１以内

とすることとし、低入札価格調査の際に確認するものとする。

　配置予定技術者の制限について、次の①及び②を実施するものとする。なお、①によ

り配置する技術者は、測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）に登録する

こと。

　予決令第85条に基づく調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合について

は、受注者は次の（１）から（４）について実施するものとする。

（１）配置予定技術者の制限

７　 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務について
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